
は し が き

本書は、主に中小企業を念頭に置いた契約法務（契約の準備・締結・
運用等に関する法律実務）の解説書であり、「実戦」の場で役立つと考
えられる観点やノウハウ等の紹介を主眼としています。
こうした趣旨を踏まえ、本書では、著者自身の弁護士としての実務経
験や体感に沿って計76個のテーマを設定した上で、それらについての解
説内容が極力具体的に伝わるように、条項例、記載例、イメージ図、具
体例等の掲載に努めました。
なお、周知のとおり、いわゆる債権法改正として、「民法の一部を改

正する法律（平成29年法律第44号）」が令和2年4月1日から施行され
ます（同施行期日にはわずかな例外がありますが、ここでは割愛しま
す。）。
本書において、かかる改正との関連性を意識すべき箇所では、その旨
を明示するか、あるいは、「改正民法ひとくちメモ」等の注記を付して
おり、このような明示・注記等が一切ない解説内容については、基本的
に、同改正の前後を問わず妥当すると考えていただいて結構です。
本書の利用法としては、興味の湧いた箇所だけを拾い読みしていくよ
うな形でも全く問題はありません。
そうした読み方を想定して、本書では、目次をできるだけ詳細に記載
し、かつ、各テーマの冒頭に「視点」を示すことで、読者が取捨選択し
やすくなるように心がけています。
なお、本書の全体構成は下記のとおりですので、いわば「目次の目
次」としてご参照いただけると幸いです。



Ⅰ 「契約」の理解
1．契約に関する重要概念（8テーマ）
2．中小企業法務で頻出の契約（9テーマ）

Ⅱ 契約書の活用
1．契約書に関する基本知識（7テーマ）
2．契約書で頻出の条項（10テーマ）
3．契約書の取り交わしに関する留意点（9テーマ）
4．契約書における一歩進んだ工夫（11テーマ）

Ⅲ 契約法務に必須の会社法知識
1．取締役の利益相反取引（7テーマ）
2．取締役の競業取引（4テーマ）
3．取締役会設置会社の重要取引（3テーマ）
4．その他の取引上の問題（3テーマ）
5．重要書類等の開示（5テーマ）

最後に、本書の刊行に際しては、企画段階から長期間にわたり、株式
会社税務研究会の加藤ルミ子氏より多大なるご尽力を賜りました。この
場を借りて心より御礼申し上げます。

令和2年2月

木村経営法律事務所

弁護士 木 村 英 治
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1
契約に関する重要概念

〈　〉 契約の意義　～「契約」とは何か～1

1 契約の意義

「契約」について法学上の観点から詳細に解説しようとすると、かな
り専門的で複雑な記述を要しますが、実務上は、【複数の当事者が合意
によって相互間に権利・義務を発生させる行為】と理解しておけば足り
ると思われます。
こうした「契約」のイメージを図示してみると、次のようになります。

＜「契約」のイメージ＞

Ｘ Ｙ金銭の支払い

商品・サービス等の提供

合　意

実務的な見地からも、「契約」という法概念についての最低限の理
解は必要であるといえます。
そこで、本項では、「契約」の意義やこれに関する重要な原則を略
説します。
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2 契約自由の原則

契約に関する重要な原則として、契約自由の原則というものがあり、
実務でも、時折、「契約自由の原則からして、この条項もありだと思い
ますよ」などといった形で言及される場面が見受けられます。
契約自由の原則は、通常、①契約締結の自由＝契約を締結するか否か

を任意に決定できる自由、②相手方選択の自由＝契約の相手方を任意に
選択できる自由、③内容決定の自由＝契約の内容を任意に決定できる自
由、④方式の自由＝契約を締結する際の方式を任意に決定できる自由、
という4原則に分けられます。
これら4原則のうち、実務での登場頻度が高いといえるのは、内容決
定の自由と方式の自由であり、特に、その限界や例外を理解して意識す
ることが重要となります（Ⅰ1〈2〉、Ⅰ1〈4〉参照）。

契約自由の原則は確立した不文の法理として認められてきました

が、改正民法では、この原則が明文化されています（改正民法521、

522②）。

3 「契約」と「契約書」の違い

上記1で述べたように、「契約」とは端的に言えば合意であり、その
合意の内容を書面等に書き表したものが「契約書」ということになりま
す。
このように、理論的には「契約」≠「契約書」であり、こうした区別

は実務上も軽視すべきではありません（Ⅰ1〈4〉参照）。
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〈　〉 契約の効力　～契約の定めは万能なのか～2

1 内容決定の自由

契約自由の原則の代表的な構成要素として、内容決定の自由がありま
す（Ⅰ1〈1〉参照）。この原則を貫徹した場合は、「契約当事者の合意さ
えあれば、契約にどのような定めを設けても法的効力を妨げられること
はない」という帰結になります。
しかしながら、内容決定の自由といえども無制限に認められるもので
はなく、限界が存在しますので、後記2～3では、そうした限界の具体
例をいくつか示します。

改正民法521条2項は、「契約の当事者は、法令の制限内において、

契約の内容を自由に決定することができる。」と定め、内容決定の自
由とその限界を明文化しています。

企業の担当者等が契約の内容を検討するに際して、「～という約定
を設けたいところだが、はたして法的に有効なのか」「～という規制
を課しておきたいが、法的に許容されるのか」という類の悩みを抱く
ことは珍しくないと思われます。
そこで、本項では、契約自由の原則（内容決定の自由）とその限界
について、実務上必要と思われる範囲で解説します。

51 契約に関する重要概念



2 限界の具体例その1 ～公序良俗～

⑴ 改正前民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目
的とする法律行為は、無効とする。」と定めています。同条の「法
律行為」の代表格が契約であるため、「公の秩序又は善良の風俗」＝
公序良俗に反する契約（の条項）は法的効力が認められないことに
なります。

改正民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、

無効とする。」と定め、改正前民法90条にある「事項を目的とする」

との文言が削除されていますが、これによって実務上のルールに変化

が生じるものではありません。

⑵ 公序良俗は非常に抽象的、かつ、多様な概念であるため、いかな
る契約（の条項）が公序良俗に反するかという点について、事前
（裁判所の判断が下される前）に判断することは極めて困難です
が、実務上は、少なくとも次の点にセンサーを働かせておくべきで
あるといえます。
ア 他者の無思慮・窮迫に乗じて不当な利益を得る行為（暴利行為）

例えば、外形的・類型的に見て法的能力が明らかに劣る相手や
窮状に陥っている相手との間で、自社側にとって著しく有利な内
容の契約を締結すると、公序良俗違反のリスクが高まるといえま
す。
イ 競業行為等に対する過度の制限
雇用契約、業務委託契約、販売店契約などに際しては、相手方

6 Ⅰ 「契約」の理解
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